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「第４５回全国中学生人権作文コンテスト福岡県大会」実施要領 
 
１ 名称 

「第４５回全国中学生人権作文コンテスト福岡県大会」 

 

２ 主催 

福岡法務局 

福岡県人権擁護委員連合会 

 

３ 後援・協賛（予定） 

株式会社西日本新聞社（後援） 

ＮＨＫ福岡放送局（後援） 

福岡県弁護士会（後援） 

福岡県教育委員会（後援） 

ライジングゼファーフクオカ株式会社（後援） 

福岡県人権啓発活動ネットワーク協議会（協賛） 

 

４ 趣旨 

人権尊重思想の普及高揚を図るための啓発活動の一環として、次代を担う

中学生が、人権問題について作文を書くことを通じて、人権尊重の重要性、

必要性についての理解を深めるとともに豊かな人権感覚を身に付けること、

及び入賞作文を国民に周知広報することによって、広く一般に人権尊重思想

を根付かせることを目的として実施する。 

 

５ 応募規定 

 (1) 対象 

ア 福岡県内の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課

程及び特別支援学校の中学部に在学する生徒 

イ 上記アのほか、外国人学校その他の教育施設に在学する者で中学生に

準ずる生徒とする。 

 (2)  作文の内容 

日常の家庭生活、学校生活、グループ活動あるいは地域社会との関わり

などの中で得た自己の体験等を通じて、基本的人権の重要性、必要性につ

いて考察したことなどを題材としたものとする。 



 

 - 2 - 

 (3) 応募原稿の枚数 

学校名、学年、氏名、題名を除いて、４００字詰原稿用紙５枚以内とする。

外国語で作文を作成した場合又は視覚に障害があり、点字若しくは録音テ

ープで作文を作成した場合には、それぞれ４００字詰原稿用紙５枚以内の翻

訳文、墨字又は反訳文とする。 

なお、５枚を超えた場合は、審査の対象とならない。        

 (4) 作文の様式 

提出する作文については、手書き、パソコン等で作成したものいずれも

可とする。  

 (5) 応募条件 

   作文の創作に当たっては、上記４の趣旨及び(2)の内容に沿ったものとす

ること。 

   特に、以下の点に注意すること。 

   ア 応募作文は、未発表及び他のコンテスト等に応募予定のない作文に限

るものとする。 

  イ 盗作や不適切な引用等、既に発表済みの著作物を不正に利用した作文

を提出したものと認められた場合は、審査の対象としない。 

ウ  生成ＡＩの利用等により自己の体験等や考察に基づくことなく創作し

た文章を自己の作文として提出したものと認められた場合は、審査の対

象としない。 

エ 本人以外の第三者による作文の修正は不可とする（誤字・脱字につい

ても修正は不要。）。 

 (6)  応募方法 

ア  作文には必ず題名、学校名、学年及び氏名を記入する。 

イ 各学校においては、別紙(1)「人権作文提出先一覧表」に記載された各

提出先に、別紙(2)応募票、別紙(3)応募作文一覧表及び作文の原本を提

出する。 

 (7) 応募期限 

令和８年９月８日（火）（必着） 

※作文の応募は締切りまで随時受け付ける。 

 

６ 審査 

 (1)  審査方法 

   主催者による第一次審査（各人権擁護委員協議会単位で行う。）及び最

終審査を経て、入賞作文を決定する。 
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 (2)  審査員 

審査員は主催者が決定する。 

 

７ 入賞発表日 

令和８年１２月１日（火）に福岡法務局ホームページ上において、入賞者

の発表を行う。 

なお、入賞者には、事前に各学校を経由して別途連絡するものとする。 

 

８ 表彰（予定） 

(1) 各賞 

福岡法務局長賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・１編 

福岡県人権擁護委員連合会長賞・・・・・・・・・・若干編 

西日本新聞社賞（特別賞）・・・・・・・・・・・・・１編 

ＮＨＫ福岡放送局長賞（特別賞）・・・・・・・・・・１編 

福岡県弁護士会賞（特別賞） ・・・・・・・・・・・・１編 

福岡県教育委員会賞（特別賞）・・・・・・・・・・・１編 

ライジングゼファーフクオカ賞（特別賞）・・・・・・１編 

福岡法務局人権擁護部長賞・・・・・・・・・・・・ １０編 

奨励賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・若干編    

入賞者に対しては、主催者等から賞状及び副賞又は記念品を贈呈する。 

なお、第４５回全国中学生人権作文コンテスト福岡県大会の実施に多大

な協力又は功績のあった、中学校、教育委員会又は団体等に対し、人権作

文功労賞を設けることができる。 

(2) 表彰日 

令和８年１２月１日（火） 

 (3) 表彰式及び朗読発表会 

福岡法務局長賞（１編）、福岡県人権擁護委員連合会長賞（若干編）及

び特別賞（西日本新聞社賞、ＮＨＫ福岡放送局長賞、福岡県弁護士会賞、

福岡県教育委員会賞及びライジングゼファーフクオカ賞）の受賞作文につ

いて、人権週間行事として令和８年１２月５日（土）に表彰式及び朗読発表

会を開催する。 

(4) 中央大会への推薦 

    福岡法務局長賞及び福岡県人権擁護委員連合会長賞受賞作文の中から、

法務省及び全国人権擁護委員連合会が主催する「第４５回全国中学生人権

作文コンテスト」（中央大会）へ、同コンテスト（中央大会）実施要領に
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定める数の作文を推薦する。  
推薦作文の応募者が在学する中学校等に対して、上記主催者から感謝状

を贈呈する。  
なお、同コンテスト（中央大会）においては、内閣総理大臣賞、法務大

臣賞、全国人権擁護委員連合会会長賞のほか、各賞の表彰が行われる。  
 
９ 留意事項  
 (1)  応募作文の著作権は主催者に帰属し、応募作文は返却しない。  
 (2) 応募者の個人情報は、応募作文の審査や本コンテストに関する連絡のため、

必要な範囲でのみ使用する。 

 (3) 応募作文のうち、別紙(1)記載の提出先における第一次審査を経て、最終

審査に推薦する作文については、主催者から各学校に連絡し、学校長、生

徒及び保護者に対し、公表の承諾について確認する。また、応募者本人以

外の第三者（親族を含む。）のプライバシーに関する記述（公知の事実に

係るものを除く。）がある場合であって、その記述により当該第三者が誰

であるかを特定することができるときは、併せて応募者本人等に対し、当

該第三者から作文を公表することについての承諾が得られていることを確

認する。 

(4) 県大会入賞作文については、応募者の学校名、学年及び氏名（下記(5)の

場合を除く）を公表するとともに、福岡法務局長賞、福岡県人権擁護委員

連合会長賞及び特別賞の受賞作文については、法務省及び福岡法務局の各

ホームページのほか、報道機関、地方公共団体の広報紙、作文集、印刷物

等において作文の内容を公表する。また、その他の応募作文の内容につい

ても、公表の承諾を得た上で、公表することがある。  
 なお、作文の公表に当たっては、作文の趣旨を損なわない範囲で一部修

正することがある。  
 (5) 作文の公表に当たっては、応募者の意向に基づき、「学校名」、「学年」、

「氏名」を非公表とすることがある。  

 (6)  福岡法務局は、上記(4)の公表作文について福岡法務局以外の第三者に

よる刊行物への掲載を許可することがある。 



地  域  名

福岡市、宗像市、糸島市、古賀市、福津市
粕屋郡宇美町、篠栗町、志免町、須惠町、新宮町、久山町、粕屋町

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

朝倉市
朝倉郡筑前町、東峰村

飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町

直方市、宮若市
鞍手郡鞍手町、小竹町

久留米市、小郡市、うきは市、三井郡大刀洗町

柳川市、大牟田市、大川市、みやま市、三潴郡大木町

八女市、筑後市、八女郡広川町

北九州市、中間市
遠賀郡水巻町、芦屋町、岡垣町、遠賀町

行橋市、豊前市
京都郡苅田町、みやこ町
築上郡築上町、上毛町、吉富町

田川市
田川郡添田町、香春町、糸田町、福智町、川崎町、大任町、赤村

人 権 作 文 提 出 先 一 覧 表 別紙(1)

提  出  先
〒８１０－８５１３
福岡市中央区舞鶴３丁目５番２５号福岡第
１法務総合庁舎３階
福岡人権擁護委員協議会
℡（０９２）７３９－４１５３

〒８１８－８５６７
筑紫野市二日市中央５丁目１４－７筑紫人
権擁護委員協議会
℡（０９２）９２２－２８８１

〒８３４－００４７八女市稲富１２７
八女人権擁護委員協議会
℡（０９４３）２３－２６０３

〒８０３－８５１３
北九州市小倉北区城内５－１小倉合同庁舎
北九州人権擁護委員協議会
℡（０９３）５６１－３５４２

〒８２４－０００３
行橋市大橋２丁目２２－１０行橋人権擁護
委員協議会
℡（０９３０）２２－０４７６

〒８２５－００１３ 田川市中央町４－２０
田川人権擁護委員協議会
℡（０９４７）４４－１４２６

〒８３８－００６１
朝倉市菩提寺４８０－６朝倉人権擁護委員
協議会
℡（０９４６）２２－２４５５

〒８２０－００１８ 飯塚市芳雄町１３－６
飯塚合同庁舎
飯塚人権擁護委員協議会
℡（０９４８）２２－１５８０

〒８２２－００１５
直方市新町２丁目１－２４直方人権擁護委
員協議会
℡（０９４９）２２－１１４４

〒８３０－００２２
久留米市城南町２１－５ 久留米人権擁護委
員協議会
℡（０９４２）３９－２１２１

〒８３２－００４２柳川市一新町１－９
柳川人権擁護委員協議会
℡（０９４４）７２－２６４０



 

別紙（２） 
 

 
第４5 回全国中学生人権作文コンテスト福岡県大会 

応 募 票 
ふ り が な 

  

学 校 名 

  

 

学 校 の 所 在 
〒   
 
 

 

電 話 番 号 
 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
 

メールアドレス 
 

 ふ り が な   

学校長の氏名  
 
  

ふ り が な  

応募担当教諭氏名 
 

全 校 生 徒 数 人  人権作文を書いた  
全生徒数 ※  人  

応募作文合計（別紙３の応募作文合計）                      編 

※ 人権作文を書いた全生徒数欄は、応募作文を書いた生徒数だけではなく、人権作文 
 を書いて、学校に提出した全ての生徒数を記入してください。 

 
＜留意事項＞ 

① 応募作文のうち、別紙(1)提出先の第一次審査を経て、最終審査に推薦する作品

は、学校長、生徒及び保護者の承諾のほか、応募者本人以外の第三者（親族を含

む。）のプライバシーに関する記述（公知の事実に係るものを除く。）がある場

合であって、その記述により当該第三者が誰であるかを特定することができると

きは、併せて応募者本人等に対し、当該第三者から作文を公表することについて

の承諾が得られていることが必要です。 

② 応募作文の著作権は、主催者である福岡法務局及び福岡県人権擁護委員連合会 

に帰属します。 

③ 応募作文は、原本を提出してください。応募後は返却しません。 

④ 応募作文は、未発表及び他のコンテストに応募予定のない作文に限られます。 

⑤ 県大会入賞者の学校名、学年、氏名（下記⑥の場合を除く。）を公表するとと

もに、特別賞以上の受賞作文については、作文集、報道機関、法務省、福岡法務

局ホームページ及び地方公共団体広報紙等において作文の内容を公表し、広く啓

発活動に活用します。 

⑥ 氏名、学年及び学校名については、生徒及び保護者等の意向により、非公表と

することも可能です . 

 



 

別紙（３） 
 

全    枚の     枚目 
 

応募締切：令和８年９月８日（火曜日）（必着）応募作文一覧表 

 
※氏名は、略字等を使わず、正確に記入してください。 

※非公表を希望する場合は必ず☑を付けてください。  

ふりがな  
題   名  学 年  ふりがな  

氏  名  

氏名等の  
非公表希望  
(該当に☑) 

備考  
(外字等) 

【記載例】  
○○について  

 

 
１年  

 

つじ  ○○  
辻  ○○ 

☑氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校  

 
「辻」は

外字  

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校  

 

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校 

 

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校  

 

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校 

 

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校  

 

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校 

 

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校  

 

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校 

 

 
 
 

 
年 

 

 □氏名  
□氏名 ,学年  
□氏名 ,学年 ,学校  

 

＊記入欄が不足する場合はコピーしてご使用ください。  

なお、応募作文一覧表の Word データは、福岡法務局のホームページに掲載しています。  

（URL：http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/keihatsu）  

＊応募作文の合計数を必ず記入してください  

応募作文合計       編 

 

http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/keihatsu
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